
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  扶養控除等申告書のマイナンバー省略            

Ｑ：扶養控除等申告書に個人番号の記載を

省略することができるようですが、どのよう

にすればいいのですか？                                  

                                              

Ａ：次の場合には省略することができます。 

【解説】 

平成28年１月以後に提出する扶養控除等申

告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び

控除対象扶養親族等の個人番号を記載しなけ

ればなりませんが、給与支払者と従業員との

間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申

告書の余白に「個人番号については給与支払

者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記

載をした上で、給与支払者において、既に提

供を受けている従業員等の個人番号を確認し、

確認した旨を扶養控除等申告書に表示してお

けば、扶養控除等申告書に従業員等の個人番

号の記載をしなくてよいこととなっています。 

ただし、この場合には、次の点に注意が必

要です。 

 ①給与支払者において保有している従業員等

の個人番号については、７年間廃棄又は削

除することができません。 

 ②保有する個人番号については、個人番号関

係事務に必要がなくなったとき及び個人番

号を記載すべきであった扶養控除等申告書

の保存年限(７年間)を経過したときは、速

やかに廃棄又は削除しなければなりません。 

 ③給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)には、

個人番号を記載しなければなりません。 
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